
- 1 - 

令和４年第１回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和４年３月４日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和４年３月７日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  益 田 芳 子 君    副議長  西 山   優 君 

   １番  川 上 翔一郎 君     ２番  宮 本   彰 君 

   ４番  狩 野 雄 二 君     ５番  坂 田 栄 一 君 

   ６番  田 中 伸 武 君     ７番  山 口 晃 司 君 

   ８番  二 見 伸 吾 君     ９番  梶 川 三樹夫 君 

  １０番  西   友 幸 君    １１番  寺 尾 光 司 君 

  １２番  力 山   彰 君    １３番  三 宅 健 治 君 

  １４番  齋 藤   昇 君    １６番  橋 井   肇 君 

  １７番  児 玉 利 典 君    １８番  木 田 圭 司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 町長施政方針 

  ３ 第１３号議案 府中町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

           の一部改正について 

  ４ 第１４号議案 府中町職員の給与に関する条例及び府中町会計年度任用職員の 

           給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

  ５ 第１６号議案 府中町国民健康保険条例の一部改正について 

  ６ 第１７号議案 府中町国民健康保険税条例等の一部改正について 

  ７ 第２０号議案 府中町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の全 
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           部改正について 

  ８ 第 ５号議案 令和４年度府中町一般会計予算 

  ９ 第 ６号議案 令和４年度府中町土地取得特別会計予算 

 １０ 第 ７号議案 令和４年度府中町国民健康保険特別会計予算 

 １１ 第 ８号議案 令和４年度府中町介護保険特別会計予算 

 １２ 第 ９号議案 令和４年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

 １３ 第１０号議案 令和４年度府中町下水道事業会計予算 

           （予算特別委員会 設置） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   齋 藤 哲 也 君 

      教 育 長   新 田 憲 章 君 

      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 

      財 務 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      町 民 生 活 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   新 宅 和 彦 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      総 務 企 画 部 参 事   屋 敷   学 君 

      総務企画部次長兼総務課長    森 本 雅 生 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（益田芳子君） 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして
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おります。よって、令和４年第１回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、４番狩野議員、５番坂田議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第２に入る前に、暫時休憩といたします。 

  この休憩はネット中継の試験放送の開始の調整を行うものでございます。 

（休憩 午前 ９時３１分） 

 

（再開 午前 ９時３１分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第２、町長施政方針を議題に供します。 

  ここでは施政方針の朗読のみとなりますので、よろしくお願いいたします。  

  それでは、町長、お願いいたします。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 皆様、改めておはようございます。 

  それでは、施政方針について読み上げさせていただきます。 

  本日、令和４年度の予算議案の提案に際し、町政運営に関する私の所信と予算の概

要を申し述べます。 

  昨年は、新型コロナウイルス感染症が令和２年に引き続き、世界的に猛威を振るい

ました。ウイルスが変異を繰り返しながら、その都度、感染が拡大し、広島県内でも

二度にわたり緊急事態宣言が発令される事態となりました。  

  また、本年に入ってからはオミクロン株による感染者が急激に増加し、広島県内で
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は１月９日から３月６日まで「まん延防止等重点措置」の適用を受け、全県において

集中対策を実施してきたところでございます。 

  町民の皆様におかれましては、引き続き、感染防止対策に御協力いただいているこ

とに感謝を申し上げるとともに、感染者治療・感染防止対応に御尽力されている医

療・保健・福祉関係者の方々に改めて敬意を表する次第であります。 

  現在、本町では３回目のワクチン接種を当初予算から前倒しして実施を進めており、

２回目の接種から６か月を経過する方から、順次、接種券等を郵送するなど、円滑に

予約を受け付けできるよう改善を図りながらワクチンの確保に努め、医療機関とも連

携し、今後とも集団接種または個別接種の両輪による町民のワクチン接種機会の確保

に全力で取り組んでまいります。 

  さて、我が国の経済状況は、内閣府によると総論として、先行きについて、感染対

策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改

善もあることから、景気が持ち直しに向かうことを期待しています。ただし、感染拡

大による影響や供給面での制約、原材料価格の動向を注視するとしています。  

  国の令和４年度の予算編成は、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すと

ともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義を実現するとしています。ポスト

コロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図り、同時に賃上げの

促進等による働く人への分配機能の強化、看護・介護・保育等に係る公的価格の抜本

的な見直し、少子化対策を含む全ての世代が支え合う持続可能な全世代型社会保障制

度の構築を推進するとされています。 

  また、地方活性化に向けた基盤づくりとして、老朽化対策を含む防災・減災、国土

強靭化や交通インフラ等の整備、観光への支援などへ積極的に投資するとし、デジタ

ル時代にふさわしい効果的な人材育成、質の高い教育の実現を図り、グリーン社会の

実現に取り組むとしています。 

  一方、地方財政計画においては、令和４年度は社会保障関係費の増加が見込まれる

中、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化、消防・防災力の一層の強化に取り

組みつつ、地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、

交付団体ベースで前年度を２０３億円上回る６２兆１３５億円を確保し、うち地方交

付税総額については、前年度を６，１５３億円上回る１８兆５３８億円が確保されて

いるところです。 
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  本町の令和４年度予算は、依然として厳しい経済環境の中での編成となりましたが、

町の最上位計画である第４次総合計画の後期実施計画に基づき、町を取り巻く様々な

社会情勢を見据え、着実に事業を実施していきます。 

  特に、私の目指す３つの宣言である「広島都市圏で一番子育てしやすいまち」「志

を育む教育のまち」「バランスの取れた行政施策の展開」に係る政策、施策、事務事

業を引き続き実行していくとともに、町民の生命と財産を守る「防災・減災、国土強

靭化」を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対策では、引き続き、迅速で

効果的な対策・支援を実施いたします。また、ポストコロナに向け、国のシステムと

連携した行政手続のオンライン化を進め、デジタル社会の実現に向けた自治体ＤＸを

推進いたします。 

  令和４年度予算の総額は、一般会計が１７９億８００万円で、複合施設の府中公民

館等の改築事業の終了等により、対前年度比１３億５，２００万円、率にして

７．０％減の予算編成となりました。 

  一般会計以外の特別会計では、国民健康保険特別会計は被保険者数が減少傾向にあ

り、対前年度比１，２００万円、率にして０．３％減、介護保険特別会計は給付費等

の利用実績を踏まえ、対前年度比９，７００万円、率にして２．３％減となりました。

後期高齢者医療特別会計では被保険者数が増加しており、対前年度比２，９００万円、

率にして３．６％増となっており、後期高齢者人口が増加していることを反映する予

算編成となりました。 

  一般会計の歳入において、町税は所得の伸びを前年度実績ベースから政府経済見通

しのＧＤＰ成長率を参考とし、コロナ禍ではありますが回復を見込み、対前年度比

２億５，０００万円、率にして３．５％増の７４億２，２００万円となりました。 

  地方交付税は、対前年度比１０億３，８００万円増の１６億７，０００万円となり

ましたが、臨時財政対策債の振替割合が前年度当初予算より大きく下がったことによ

るもので、臨時財政対策債を含めた交付税全体では、対前年度比２億４，０００万円

の減となっています。 

  町債は、その臨時財政対策債が大きく減となったことに加え、前年度は府中公民館

の改築に係る借り入れがあったことと、予算編成の方針として、交付税措置のない起

債は極力借り入れないこととし、町債全体で２９億８，４００万円の減となりました。 

  また、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症の接種に係る補助金などにより、
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対前年度比５億５，２００万円増の３７億２，２００万円となりました。 

  町税が増加した分、交付税が減となりましたが、一般財源の不足額を調整する財政

調 整 積 立 基 金 か ら の 繰 り 入 れ に つ い て は 、 前 年 度 比 ９ ， ２ ０ ０ 万 円 減 の １億

６，９００万円となりました。 

  一般会計の歳出において、まず新型コロナウイルス感染症対策について、ワクチン

接種体制の確保を継続し、町民のうち１２歳以上は１回目・２回目、１８歳以上は

３回目までのワクチン接種を推進しているところですが、加えて５歳から１１歳まで

の児童についても、１回目・２回目のワクチン接種に係る接種券を３月４日に郵送し、

１２日から接種を開始いたします。また、国の令和３年度補正予算を活用し、感染症

拡大防止策により影響を受ける町民・事業者の生活や暮らしへの支援策として、住民

税非課税世帯への臨時特別給付金の給付や保育士等の処遇改善のための費用補助を引

き続き実施していきます。 

  災害に強いまちづくりのための防災・減災事業として、新たにウェブによるハザー

ドマップを作成し、災害危険区域の周知を迅速に行うほか、自主防災組織の資機材等

購入や防災リーダー育成の助成を行うなど地域の防災力強化を図ります。また、前年

度に引き続き、避難所の防災備蓄倉庫を２か所整備し、災害に備え、毛布、飲料水、

食糧等の計画的な備蓄を行います。 

  災害対策事業では、災害時に避難の支援を必要とする避難行動要支援者の個別避難

計画の作成に取り組みます。 

  「広島都市圏で一番子育てしやすいまち」では、ネウボラセンター事業においては、

安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援を行います。なお、新型コロ

ナウイルス感染症の終息後を見据え、より充実した母子保健事業の集団健診等の再開

に向けて準備を進めます。 

  不妊治療費助成事業は、特定不妊治療の一部保険適用化に伴い保険適用外となった

治療に対し、県が行う新たな助成に加え町独自の助成を行い、また、不育症治療費助

成事業では、不育症の検査及び治療費用についての助成を行い、各対象者の負担を軽

減いたします。 

  県のモデル事業として実施する子どもの予防的支援構築事業は、ＡＩを活用して子

どもの育ちに関わるリスクを早期に把握し、問題を未然に防止するための予防的支援

を進めます。 
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  「志を育む教育のまち」では、学校運営改善推進事業でスクールカウンセラーの配

置を継続し、学校生活に不安を抱いている児童生徒への早期対応や適切な指導を実施

します。 

  グローバル教育事業では、引き続き、外国語指導助手を派遣し、外国語によるコミ

ュニケーション能力の向上を図り、中学校全学年の英語検定費用を１回分助成いたし

ます。 

  学校給食費等賦課徴収事業は、令和５年度から開始する学校給食費の公会計化に当

たりシステム導入等を行います。 

  小学校施設改修等事業は、府中南小学校の外壁改修工事を実施します。あわせて、

府中南体育場及び南小学校区放課後児童クラブの外壁・屋根修繕工事も実施いたしま

す。 

  バランスの取れた行政施策の展開では、重層的支援体制準備事業において、地域住

民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を令和６年度中の構

築を目指し準備を進めます。 

  都市計画調査事業においては、町内の公共交通不便地域の解消を目指し、昨年から

実施しているデマンド型乗合タクシーの試験運行を引き続き行い、その有効性や持続

可能性について検証をいたします。 

  創業・ベンチャー支援等促進事業においては、町内へサテライトオフィスを誘致す

るための助成を行うとともに、町内事業者の広報費や商品開発費等の販路開拓のため

の支援を引く続き行います。 

  下岡田官衙遺跡保存・整備事業は、国の史跡指定に伴い、記念シンポジウムを開催

します。また、遺跡を適切に保存し活用するため、史跡等保存活用計画を策定いたし

ます。 

  高齢者の社会参加を促し、地域のボランティア活動や介護予防等の活動に参加する

ことで、高齢者自身の介護予防等にも資する「高齢者いきいき活動ポイント事業」を

引き続き実施し、そのポイント数に応じた奨励金を支給いたします。 

  ポストコロナに向けては、窓口での証明書等手数料のキャッシュレス化について、

一部業務を３月から開始するほか、総合行政情報システム構築事業においては、ＡＩ

－ＯＣＲ（紙帳票のデジタル化）やＲＰＡ（データ入力作業の自動化）の導入に向け

たシステムを構築し、業務の効率化を図る行政のデジタル化・自治体ＤＸを加速しま
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す。また、新たな働き方として、文書管理・電子決裁システムの導入に向け、各種調

査や基準策定を行います。さらに、令和５年度からの運用を目指し、財務・人事・給

与・庶務事務などの内部情報系システムを構築します。 

  住みよいまちづくりのための施設等整備として、向洋駅周辺土地区画整理事業は、

向洋駅周辺の整備に向け、物件移転補償及び画地整備を進め、広島市東部地区連続立

体交差事業の推進に合わせ、地区の整備を進めます。  

  また、改築工事を完了した新府中公民館は、公民館と歴史民俗資料館及び消防団第

１分団詰所の複合施設として４月に開館します。地域の拠点として、個人や地域に学

習機会と活動の場を提供するとともに、避難所としての役割も期待されています。 

  令和元年度から地方公営企業法を適用している下水道事業会計は、前年度の国の補

正予算により採択された府中１号幹線改築更新工事の継続とともに、公共下水道築造

工事等を実施し、面的整備を進めます。 

  その他、男女共同参画、人権施策、平和行政等の推進、健康づくりなど、幅広い住

民ニーズに対応していきます。 

  最後に、役場は町民のためにあることを念頭に、笑顔の役場を創出するため、全職

員が挨拶を励行し、町民に寄り添ったサービスを実現するよう努めます。 

  以上、申し述べました事業を着実に実施し、成果を上げることで、誰もが「住んで

よかった」「住んでみたい」「これからも住み続けたい」と実感できる府中町を目指

して精いっぱい取り組んでまいります。 

  町民の皆様、並びに議員各位の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  令和４年３月７日。 

  以上でございます。 

○議長（益田芳子君） 以上で、日程第２、町長施政方針を終わります。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 次に、日程第３に入りますが、お手元の日程に登載してある各

議案は、令和４年度予算並びにそれらの関連議案でありますので、一括議題に供した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。よって、日程第３、第１３号議案、府

中町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、日
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程第４、第１４号議案、府中町職員の給与に関する条例及び府中町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、日程第５、第１６号議案、府

中町国民健康保険条例の一部改正について、日程第６、第１７号議案、府中町国民健

康保険税条例等の一部改正について、日程第７、第２０号議案、府中町消防団員の定

員、任免、給与、服務等に関する条例の全部改正について、日程第８、第５号議案、

令和４年度府中町一般会計予算、日程第９、第６号議案、令和４年度府中町土地取得

特別会計予算、日程第１０、第７号議案、令和４年度府中町国民健康保険特別会計予

算、日程第１１、第８号議案、令和４年度府中町介護保険特別会計予算、日程第１２、

第９号議案、令和４年度府中町後期高齢者医療特別会計予算、日程第１３、第１０号

議案、令和４年度府中町下水道事業会計予算、以上を一括議題に供します。  

  理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） まず、第１３号議案 令和４年３月４日提出。 

  府中町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。  

  府中町特別職の職員で常勤のもの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、令和３年８月の人事院勧告に準じ、期末手当の支給割合

の改定を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

  続いて、第１４号議案 令和４年３月４日提出。  

  府中町職員の給与に関する条例及び府中町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部改正について。 

  府中町職員の給与に関する条例及び府中町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、令和３年８月の人事院勧告に準じ、期末手当の支給割合

の改定を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

  続いて、第１６号議案 令和４年３月４日提出。  

  府中町国民健康保険条例の一部改正について。 

  府中町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、国民健康保険制度における給付内容の見直しを行うた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

  続いて、１７号議案でございます。 

  １７号議案 令和４年３月４日提出。 

  府中町国民健康保険税条例等の一部改正について。 

  府中町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、府中町国民健康保険制度の県単位化に伴い、県から示さ

れた標準保険税率等を基に、国民健康保険税の税率を変更するため、条例の一部を改

正するものでございます。 

  次が、２０号議案。 

  第２０号議案 令和４年３月４日提出。 

  府中町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の全部改正について。 

  府中町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、非常勤の消防団員の処遇改善及び任用等に係る規定の整

備を行うため、条例の全部を改正するものでございます。 

  続いて、第５号議案 令和４年３月４日提出。 

  令和４年度府中町一般会計予算。 

  令和４年度府中町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７９億８３２万６，０００円と

定める。 

 第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  

  （地方債） 
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 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は、１５億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                              府中町長 佐藤信治 

  続いて、第６号議案 令和４年３月４日提出。 

  令和４年度府中町土地取得特別会計予算。 

  令和４年度府中町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１万１，０００円と定める。  

 第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。 

                              府中町長 佐藤信治 

  続いて、第７号議案 令和４年３月４日提出。 

  令和４年度府中町国民健康保険特別会計予算。 

  令和４年度府中町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４億８，６５１万７，０００円

と定める。 

 第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
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  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 （２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                              府中町長 佐藤信治 

  第８号議案 令和４年３月４日提出。 

  令和４年度府中町介護保険特別会計予算。 

  令和４年度府中町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４０億６，３７０万４，０００円

と定める。 

 第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。 

  （歳出予算の流用） 

 第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                              府中町長 佐藤信治 

  第９号議案 令和４年３月４日提出。 

  令和４年度府中町後期高齢者医療特別会計予算。 

  令和４年度府中町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億４，０６７万８，０００円と

定める。 

 第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 
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                              府中町長 佐藤信治 

  続いて、第１０号議案 令和４年３月４日提出。  

  令和４年度府中町下水道事業会計予算。 

  （総則） 

 第１条 令和４年度府中町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）整備面積５１２．２５ヘクタール。 

 （２）年間有収水量４２８万７，６６５万立方メートル。  

 （３）１日平均有収水量１万１，７４７立方メートル。 

 （４）主な建設改良事業費 

    管路建設改良工事２億８，０７７万５，０００円。  

    ポンプ場建設改良工事４９５万円。 

    流域下水道建設負担金３，５８６万９，０００円。  

  （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。 

      収   入  

  第１款 下水道事業収益１３億７，４５８万２，０００円。  

   第１項 営業収益９億９，８２５万８，０００円。  

   第２項 営業外収益３億７，６２１万３，０００円。  

   第３項 特別利益１１万１，０００円。  

      支   出  

  第１款 下水道事業費用１３億３，５３９万３，０００円。  

   第１項 営業費用１２億３，５５４万４，０００円。  

   第２項 営業外費用９，８３２万３，０００円。  

   第３項 特別損失５２万６，０００円。  

   第４項 予備費１００万円。  

  （資本的収入及び支出）  

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額５億５，２４４万７，０００円は、当年度分消費税及
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び地方消費税資本的収支調整額３，２９１万１，０００円及び当年度分損益勘定留

保資金５億１，９５３万６，０００円で補てんするものとする。）  

      収   入  

  第１款 資本的収入５億２７５万８，０００円。  

   第１項 企業債３億３，８０４万５，０００円。  

   第２項 他会計出資金５，９１８万８，０００円。  

   第３項 国庫補助金７，３８０万８，０００円。  

   第４項 負担金２，５７８万９，０００円。  

   第５項 長期貸付金償還金５９２万８，０００円。  

      支   出  

  第１款 資本的支出１０億５，５２０万５，０００円。  

   第１項 建設改良費３億８，５６３万５，０００円。  

   第２項 企業債償還金６億６，４０７万円。  

   第３項 長期貸付金４５０万円。  

   第４項 予備費１００万円。  

  （企業債）  

 第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。  

  （一時借入金）  

 第６条 一時借入金の限度額は、５億円と定める。  

  （予定支出の各項の経費の金額の流用）  

 第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。  

 （１）営業費用、営業外費用及び特別損失  

 （２）建設改良費、企業債償還金及び長期貸付金  

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

 第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。  

 （１）職員給与費９，８４９万９，０００円。  
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                              府中町長 佐藤信治  

  以上、提案をいたしました。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（益田芳子君） 以上で、提案説明を終わります。 

  この件につきましては、慣例によりまして議員全員で構成する令和４年度予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査することにいたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（益田芳子君） 御異議ないようでございますので、１８名の委員をもって構成

する令和４年度予算特別委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査するこ

とに決定いたしました。  

 

（予算特別委員会設置）  

 

○議長（益田芳子君） 委員の指名でございますが、１８名の委員とは全議員でござい

ますので、発表は省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（益田芳子君） 御異議ないようでございますので、そのようにいたします。  

  審査に要する費用については、予備費を充当したいと思いますが、町長、よろしい

でしょうか。  

○町長（佐藤信治君） はい。  

○議長（益田芳子君） よろしいということですので、よろしくお願いします。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

○議長（益田芳子君） それでは、予算特別委員会の正・副委員長を互選したいと思い

ますので、しばらく休憩いたします。  

  委員会の開会は１０時３０分からということでお願いいたします。休憩。  

（休憩 午前１０時１６分）  

 

（再開 午前１０時３０分）  

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
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○議長（益田芳子君） 休憩中に予算特別委員会が開催され、正・副委員長が決定いた

しましたので、発表いたします。  

  委員長に１６番 橋井議員、副委員長に１番 川上議員と決定いたしました。  

  それでは、御挨拶をお願いいたします。  

  委員長からお願いします。  

  １６番、橋井委員長。  

○１６番（橋井 肇君） １６番、橋井です。このたび、予算特別委員会委員長に任命

されました橋井 肇でございます。よろしくお願いいたします。限られた日程の中で

の審議となりますので、皆様の御協力を仰ぎながら、建設的な御意見をいただきなが

ら、しっかりと取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いします。以上です。  

（拍手） 

○議長（益田芳子君） 続いて、副委員長、お願いします。  

  １番川上副委員長。  

○１番（川上翔一郎君） このたび、副委員長に任命されました１番の川上翔一郎です。

委員の皆様には貴重な御意見や御協力を賜りながら、橋井委員長をしっかりサポート

していき、委員会を円滑に進めてまいりたいと思いますので、最後までよろしくお願

いいたします。以上です。  

（拍手） 

○議長（益田芳子君） ありがとうございました。  

  正・副委員長におかれましては、よろしくお願いいたします。  

  それでは、明日３月８日から予算特別委員会の審査に入っていただきたいと思いま

す。よって、本会議は３月１３日まで休会とし、３月１４日に再開いたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会

といたします。御苦労さまでございました。 

  延会。 

（延会 午前 １０時５２分） 

 


